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研究成果の概要（和文）：本研究は 1990 年代後半から急増した日本のワーキングプア（不規則・

不安定雇用労働者、低賃金労働者）の社会的性格を実証的に明らかにし、その性格に即した地

域での自立条件を提示するための基礎的研究である。一工業都市を対象として不安定労働市場、

生活保護、居住条件の側面からワーキングプアの生活実態を検討した。不安定労働就業者の労

働市場は縮小しており、ワーキングプアが就労できる雇用の社会的創出とワーキングプアを包

摂する失業時所得保障と住宅保障を中軸とする社会保障制度の構築こそが必要である。 

 

研究成果の概要（英文）：This study is a fundamental study to clarify positively the social 
character of working poor in Japan, who are irregularly employed, have unstable 
employment, and are low-paid workers, that increased rapidly from the latter half of  

the 1990’s, and to suggest the independent condition in the community that suits its 
character. We discussed that the actual life situation of the working poor in one 
industrialized city from the side of unstable labor market, Public Assistances, and 
housing conditions. The labor market for unstable employment has been reduced; 
therefore, it is necessary to produce employment opportunity socially which working 
poor can be employed and to build social security systems which are centered within 
an income security system during unemployment and a housing security system that 
includes the working poor. 
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科学研究費補助金研究成果報告書 
１．研究開始当初の背景 

（１）ワーキングプアの急増が指摘され、背
景として日本型雇用の解体が指摘されてい
たが、ワーキングプアの実態分析は十分検討
される段階ではなかった。 

 

（２）我々は 2003 年～2004 年、2005 年～
2006 年に科学研究費の交付を受け 2 つのホ
ームレス調査と「生活保護世帯自立支援に関
わる実態調査」の実施・研究を行った。その
結果、1990 年代後半から急増したホームレ
スの実態は都市現業労働者を母体とするワ
ーキングプアであること、生活保護受給者の
うち就労自立支援対象者はパート、アルバイ
トなどのワーキングプアそのものであるこ
とを把握した。 

 日本の貧困の典型とみなされているホー
ムレスと生活保護受給者は、就労しているが
地域で自立した生活を維持できるだけの稼
働収入を得ることができない不安定低賃金
労働者であった。 

 

（３）このような人々に対して社会保障制度
では生活保護制度だけが対応しており、生活
保護受給者数の増加をもたらしていた。ワー
キングプアは賃金が低いだけではなく、職業
別に分立している社会保険制度中心の社会
保障制度からの「漏れ」を意味していた。 

  

２．研究の目的 

 日本のワーキングプア（不規則・不安定雇
用労働者、低賃金労働者）の社会的性格を実
証的に明らかにし、その社会的性格に即した
地域での自立条件を提示するための基礎的
研究を行う。 

 

３．研究の方法 

 1990年代後半から急増したワーキングプ
アを不安定就業者の労働市場、生活保護、居
住条件の側面から検討した。経済労働状況と
の関係を明確にとらえるために日本の高度
経済成長の中心であった工業都市 K市を対象
とした。 
 
（１）工業都市 K市のうち労働者居住地域と
して形成発展してきた B区に焦点をあて、
1970年代後半から 2000年までの社会階層構
成の把握を試みた。 
 具体的な方法は、江口（1979,1980）社会
階層論に倣い、総務省国勢調査職業中分類、
事業所・企業統計調査の事業所規模別、従業
上の地位別データを用いて、江口が示した職
業群 1）を作成した。 
 
（２）生活保護の側面から検討を行うために、
2002年に K市で実施したホームレス自立支援

を目的とする施設入所者調査結果 187名分を
再分析した。施設入所者のうち生活保護受給
者事例 86名を取り出し、仕事、健康、住ま
い、家族について社会福祉のアセスメントを
行った。 
あわせて、K 市生活保護受給者の動向等に

ついて既存資料を整理した。 
 

（３）居住条件の側面から検討を行うために、 
地域に生活基盤を形成できた人々と生活基
盤を形成できなかった、または失った人々の
両面から考察した。 
 
①地域に生活基盤を形成できた人々として
隣保館 A ホーム（1965年～）利用者を位置づ
けた。生活基盤を形成できなかった人々、失
った人々として低所得者向け宿泊施設 R
（1951年～1990年）利用者と先のホームレ
ス施設入所者を位置づけ比較検討を行った。 
②了解が得られた隣保館 Aホーム利用者 22
名からホームとのかかわり、自身の生活につ
いて聞き取りを行った。 
あわせて、A ホーム資料の収集、分析、ホ

ーム職員等から補足的聞き取り調査を行っ
た。 
③宿泊施設 Rはすでに役割を終えたとして
1990年に施設機能の転換がはかられている
ために、既存資料の収集、分析、関係者から
の聞き取りを行った。 
④ホームレス施設入所者調査結果 187名から
長年 K市に住んでいた者としてバブル経済開
始前までに K市に来ていたホームレス 30名
を取り出し、そのライフヒストリーを作成し
た。 
⑤地域に生活基盤を形成できた人々と形成
することができなかった、または失った人々
の生活実態について、生活基盤を構成する要
素を仕事、家族、健康、住まいの 4 点として
社会福祉のアセスメントを行い、その生活基
盤を比較検討した。 
 
（４）ワーキングプアの自立条件を考察する
ための研究的示唆を得るために 2008年 9月
にオランダ研修を行った。 
 
①オランダは 2004年公的扶助制度を改正し、
the Work and Social Assistance Act(WWB) 
労働援助法とし、公的扶助受給の要件として
就労を位置づけている。改正後の現状につい
て社会雇用省、アムステルダム市、当事者団
体、労働組合から聞き取りを行った。 
②就労支援の実際について 
公的扶助制度改正の就労支援の実際を、雇
用・所得センター、起業支援 NPO等から聞き
取り行った。 
 



③ワーキングプアの研究動向について 
エラスムス大学エリックスネル博士、オラン
ダ社会文化計画局からオランダにおけるワ
ーキングプアの研究動向について聞き取り
を行い、意見交換した。 
 
４．研究成果 
（１）ワーキングプア、不安定就労層の位置
と量的推計 
 
①江口に倣い統計資料により B区社会階層構
成の把握を試みた。区を対象としたために、
資料の制約上江口と同じ方法をとることは
困難であったので、国勢調査職業中分類、従
業上の地位などを組み合わせて推計を行っ
た。 
②総務省国勢調査報告職業中分類を用いて
江口の示した 24の職業群（1980年～2000 年
分）を作成した。その結果、江口が不安定低
所得としている日雇及び単純労働者・行商露
天商及び類似的職業従事者はどの年次にお
いても就業人口の約 10％存在した。 
③次に総務省事業所・企業統計を用いて江口
に倣い生産労働者下層 2）を取り出した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（総務省：事業所・企業統計各年版より作成） 
 
上図は B区非農林漁業従事者総数と生産労働

者下層の実数の推移を示したものである。従
業者総数は 1972年約 19万人から減少傾向に
あり、バブル経済期には約 18.5 万人へと増
加するが、’91年から減少に転じている。こ
れに対して生産労働者下層は約 3万人台であ
り大きく減少することはなかったが、バブル
経済崩壊後に減少している。 
生産労働者下層の非農林漁業従事者に占

める割合は、’75 年 17.3％、’86 年
18.2％、’91年 18.8％、’96年 18.8％であ 
ったが、バブル崩壊後 2001 年は 15.5％と割
合も減少している。 
④上記②③から、B 区には工業都市 K 市の脱
工業化過程において一貫して生産労働者下
層、日雇いおよび単純労働者などの不安定低
所得階層が一定量存在していた。その量は非
農林漁業従事者の約 3 分の１と推計できた。 
好況期である高度経済成長期、バブル経済

期においてその量は減少していなかった。バ 
ブル経済崩壊後の不況期において増大して
いなかった。 
不況期に不安定低賃金階層が増大しない

ことは当該地域の雇用のキャパシテイの収 
縮である。不安定就労層、ワーキングプアは
働きたいが仕事がなくなったのである。 
 
（２）必要とされた不安定就労層 
 （１）の統計的推計とあわせて、Aホーム 
利用者、バブル経済崩壊前から K市に住んで
いたホームレスのライフヒストリー分析に
より、皆同じように仕事を求めて K 市に来て
いたことがわかった。ワーキングプア、不安
定就労層は K市の発展のために必要とされた
労働者であることが確認できた。 
 
（３）工業都市労働者の階層性 
 
①地域に生活基盤を形成できた人々と生活
基盤を形成できなかった、または失った人々
の生活基盤の比較分析から、それぞれの職業
は基幹産業である製造業を中心としてつな
がっていた。製造業を中心とする交錯する線
でつながっており、その中にも階層性があっ
た。 
②A の１は地域に生活基盤を形成できた人々
である。A の 2 は地域の生活ではあるが、ア
パートなどに住む決して安定した暮らしと
はいえない人々である。B は生活基盤を失っ
た人々である。さらにこのグループは二つに
わかれる。B の 1 は、仕事のために K 市にき
ていたが、社会経済状況の変化により仕事を
失った人々、今日のホームレスである。B の
2 は、病気・けがなどにより働くことができ
なくなった単身労働者である。 
③これらの生活のありようは職業の継続性 
に強く規定されていた。A の１は同じ職業を
継続できていた。いわば就労継続型であった。

図　B区非農林漁業従事者総数と生産労働者下層の推移
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これに対して Bの 1及び 2の職業は一貫して
おらず、職業を転々としていた。継続して就
労しているが、その職種は建設業現業、製造
業現業、販売サービス業といった不安定な職
種に限定されていた。 
④A の 1 と 2、B の 1 と 2 は固定的ではなく、
特に Aの１と Bの１は隣接し、交流していた。 
 
（４）ワーキングプア、不安定就労層の生活
保障 
 
①A の 1 は継続的就労ができており社会保険
制度へつながっている。B の 2 は働くことが
できず無収入であり、困窮していることから
生活保護により最低生活が保障される。 

A の 2 と B の 1 は今までは低位ながら継続
的に就業の機会があったために、社会保障制
度によるこれらの人々に対する生活保障の
必要性は考えられてこなかった。B の２にな
って生活保護で対応すればよいと考えられ
てきた。 
しかし、グローバリゼーションが進展する

今日において、A の 2 と B の 1 の人々への生
活保障を構築する必要がある。 
②今日のワーキングプア対策は就労自立が
中心であるが、本研究で明らかになったよう
にワーキングプア、不安定就労層が従事する
仕事はないのである。 
ワーキングプアが就労できる雇用の社会

的創出とワーキングプアを包摂する失業時
所得保障と住宅保障を中軸とする社会保障
制度とソーシャルミニマムの構築こそが必
要であると考える。 
 
（5）今後の課題 
本研究により今日のワーキングプアは Aの

2、Bの 1であることが明らかになったが、今
後研究をすすめるうえではワーキングプア
の概念、急増の背景要因について理論的な検
討が必要である。 
これらの理論的検討を踏まえて、具体的な

支援方策について考察することを今後の課
題とする。 
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